
 
  

 
 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
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議 令

和
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
地
域
共
生
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
促
進
す
る
た
め
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入
す
る
促
進
区
域
を
都
道

府
県
と
市
町
村
が
共
同
で
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
制
度
の
活
用

が
進
む
よ
う
地
方
公
共
団
体
に
促
す
こ
と
。 

 

二
、
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
推
進
に
当
た
り
、
市
町
村
へ
の
財
政
的
・
人
的
な
支
援
及
び
事
業
者
へ
の
優
遇
措
置
等
を
更

に
強
化
す
る
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
促
進
区
域
の
設
定
に
関
す
る
都
道
府
県
基
準
の
策
定
を
促
進
す
る
た
め
、
都

道
府
県
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 



 
 

三
、
「
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
の
成
立
を
踏
ま
え
、
促
進
区
域
の

設
定
を
行
う
場
合
に
は
、
民
間
等
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と
の
整

合
を
図
る
と
と
も
に
、
法
律
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
の
環
境
の
保
全
の
た
め
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
対
象
と
し

な
い
区
域
設
定
に
係
る
制
度
の
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
生
活
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

環
境
破
壊
、
景
観
破
壊
、
乱
開
発
を
引
き
起
こ
さ
ぬ
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
施
設
の
廃
止
後

を
見
据
え
た
法
整
備
及
び
災
害
対
策
の
強
化
に
係
る
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

五
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
担
う
指
定
実
施
機
関
の
事
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
外
交
上
の
情
報
や
企
業
の
技
術

情
報
が
漏
え
い
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
で
正
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。 

 

六
、
二
国
間
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
に
お
け
る
特
に
新
し
い
技
術
を
活
用
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
組
成
・
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
石



 
 

炭
火
力
発
電
の
廃
止
に
向
け
た
海
外
の
動
向
に
留
意
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
国
の
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
パ
リ
協
定
に
沿
っ
て
先
進
国
が
排
出
削
減
の
先
頭
に
立
ち
、
世
界
全
体
の
排
出
削
減
に
貢
献
す
る
と
い
う
考
え
の
下
、
二

国
間
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
国
が
決
定
す
る
貢
献
の
た
め
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
国
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。 

 

八
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
少
な
い
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
に
当
た
っ
て
は
、
各
国
で
グ
リ
ー
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
規
制
が

進
ん
で
い
る
現
状
を
踏
ま
え
基
準
の
統
一
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
事
業
者
に
よ
る
算
定
・
表
示
が
進
む
よ
う
支
援

を
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
意
識
の
醸
成
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
国
民
の
意
識
改
革
・
行
動
変
容
に
つ
な
が
る
よ
う
、
幼
児
期
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
た
き
め

細
か
な
環
境
教
育
の
機
会
を
設
け
、
地
球
環
境
へ
の
関
心
と
理
解
を
持
ち
続
け
る
こ
と
を
促
す
た
め
の
環
境
教
育
の
一
層
の

推
進
を
図
る
こ
と
。 



 
 

十
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
際
に
は
、
従
来
の
意
見
募
集
な
ど
の
方

法
だ
け
で
な
く
、
国
民
理
解
を
充
実
化
さ
せ
、
行
動
変
革
を
実
現
す
る
た
め
、
国
民
の
広
範
な
意
見
を
十
分
に
施
策
に
反
映

で
き
る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
上
述
の
調
査
審
議
の
た
め
に
政
府
に
常
設
さ
れ
て
い
る
審
議
会
等
に
お
い
て
、

将
来
世
代
を
担
う
若
者
の
声
を
反
映
さ
せ
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
。 

 

十
一
、
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
動
の
激
化
に
起
因
す
る
深
刻
な
影
響
が
頻
発
す
る
現
状
に
鑑
み
、
気
候
変
動
に
対
す
る
根

本
的
・
総
合
的
な
対
策
に
つ
い
て
省
庁
横
断
的
に
法
制
度
の
在
り
方
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
整
備
そ
の
他
の

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


